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令和３年２月 10日 

関 係 各 位 

 

今治市総務部契約課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更 

及び期間の延長（令和３年２月２日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

このことについて、令和３年２月２日に、令和３年２月８日以降について、緊急事

態措置を実施すべき区域が変更され、緊急事態措置を実施すべき期間についても令和

３年３月７日まで延長されたことを受け、愛媛県を通じて国土交通省から別添のとお

り通知がありましたのでお知らせします。 

なお、市発注工事及び業務においては、これまでと同様に新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止の観点から工事及び業務の一時中止措置等が必要と認められる場合

は、引き続き柔軟に対応してまいりますので、各受注者から監督員を経由して契約課

へご相談ください。 

また、工事等従事者に感染者等が確認された場合は、直ちに各受注者から監督員を

経由して契約課にご報告ください。 

貴職におかれましては、趣旨を十分ご理解の上、貴会員（組合員）に対する周知を

お願いします。 

（問い合わせ先） 

今治市総務部契約課 

工事契約係・工事検査室 

TEL:0898-36-1560（直通） 



 

事 務 連 絡 

令和３年２月８日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年２月２日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区

域の変更（令和３年１月１３日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年１月１３日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

令和３年２月２日に、令和３年２月８日以降について、緊急事態措置を実施す

べき区域が変更され、緊急事態措置を実施すべき期間についても令和３年３月

７日まで延長されたところですが、引き続き、「新型コロナウイルス感染症に係

る緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和３年１月１３日）に伴う工事及び

業務の対応について」等の内容を踏まえ、適切なご対応を宜しくお願いします。 

また、令和３年１月２８日に、令和２年度第３次補正予算が成立したことを踏

まえ、別添１、２のとおり、建設業者及び建設関連業者向けの支援策一覧並びに

各支援策の概要をまとめ、建設業者団体及び建設関連業団体宛てに周知してお

りますので、参考にお知らせいたします。 

併せて、国土交通省直轄事業における対応について、別添３のとおり定めてお

りますので、ご参考にお知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 


